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佐用町地域防災計画(地震編)・(大規模事故等編)改定のポイント 

 

 

１ 県地域防災計画等の修正を踏まえた見直し 

２ 組織名・事業・制度の変更および時点修正による見直し 

３ 各機関事前調査を踏まえた見直し など 

 

 

 

 

 

〇概要など、現時点で判明した内容で反映。現在、各機関などで検証されており、 

まとまった段階で、次回以降の本計画改訂に掲載予定 

・本計画 該当箇所 

「第１編 総則 P1、P7、P13」「第２編 災害予防計画 P28、P48～P50」 

 

 

〇これまでも平成８年以降の地震を掲載することとしていたが、基準を設けていなか

ったため、最大震度７以上の地震について掲載することとした。 

・本計画 該当箇所 

「第１編 総則 P12～P13」 

 

 

 

 

 

〇関係施設の追加 

・本計画 該当箇所 

「第２編 災害予防計画 P23」 

 

〇「火災・災害等速報要領の速報基準」の改定 
・本計画 該当箇所 
 「第３編 災害応急対策計画 P36～P38」 
 

 緊急時モニタリング体制の整備 

② 発生地震掲載基準について 

① 能登半島地震の記載追加 

町地域防災計画（地震編）改定の主なポイント 

全体を通して 

町地域防災計画（大規模事故等編）改定の主なポイント 


